
今後の協働推進について
◆経緯と現状

１ 協働の定義・施策

①2001年4月「池田市公益活動促進に関する条例」 施行。
「自主的かつ主体的な公益活動を促進するとともに、行政
と公益活動団体との協働を推進」と規定（第1条）。
➤二つの目的を並列。

②2006年4月「池田市みんなでつくるまちの基本条例」施行。
協働とは「市民や市が、それぞれの果たすべき役割及び
責任を自覚し、相互に尊重し信頼しながら協力しあうこ
と」（第2条4号）

③2007年度、公益活動促進条例を改正。
協働事業提案制度を導入。

④2007年6月、「池田市地域分権の推進に関する条例」施行。
➤地域分権制度を通じて、市と地域コミュニティ推進協議
会により「地域との協働」を推進。

２ 協働の状況

①②「協働推進」は、各担当部署で分散して実施している。
➤例：共同利用施設等について「登録団体」（公益活動団
体）のほか、各担当課と協働している団体（担当課がリ
スト化して提出）は無料使用。

③協働事業提案制度は、予算上の措置が前提。団体からの
提案のみで成立。過去の実績は３件。

④地域分権制度による市と地域との協働が、多数推進され
ている。

◆課題と方向性

①②各条例等の規定を踏まえ、市の協働推進に関わる施策を総合的
に推進する視点と仕組みが必要。

・「公益活動促進」と「協働推進」を共に発展させる。
・全庁的な「協働推進」体制（方針、計画、役割）、各担当課との
連携強化及び担当課と公益活動を行う団体で行われている協働事
業の把握、更新、可視化が必要。

・協働を推進する団体に対する優遇措置の１つである共同利用施設
等の無料使用について、対象資格、認定基準など、認定手続の明
確化、可視化が必要。

③協働事業提案制度の改良
・同制度の位置付け、申請資格、認定要件、評価等の仕組みの整理
が必要。

④地域との協働の推進
・地域との協働については、地域コミュニティ推進協議会との協働
と、その他の団体との協働を総合的に捉え、ともに振興する視点
が必要。

◆要検討項目

① 本市における協働推進施策をどのように総合的に体系化して推
進していくべきか。共同利用施設等の無料使用の取扱いをどうす
るか。

② 協働事業提案制度の改良に向けて、申請資格、認定要件、評価
等の仕組みをどのように整備するか。

③ 地域との協働について、地域コミュニティ推進協議会をはじめ
様々な地域団体等と、市域全体、複数の校区、単一の校区などの
各レベルにおいて、どのような分野や事業手法により推進してい
くのがよいか。

資料 １



公益活動促進政策等の位置付け

➤「池田市第6次総合計画」（2011（平成23）年度～2022（令和4）年度）に基づく短期事業計画である
「第3期実施計画」（2019（平成31）～2022（令和4）年度）：主要事業の内容、実施期間、進捗目標等。各年度の予算編成等の指針。

市民に対する行政のアカウンタビリティ（説明責任）。行政評価ともリンクさせ総合計画の着実な進行管理。
事業計画（一覧より抜粋）
第1章にぎわいと活力あふれるまち
第2章みんなが健康でいきいきと暮らせるまち
第3章人、環境にやさしい安全・安心なまち
第4章みんなでつくる分権で躍進するまち
第１節 地域分権の推進
1.地域分権制度の周知徹底（①地域分権推進事業）
2.地域コミュニティ推進協議会の体制の強化（①地域コミュニティ推進協議会強化事業）
3.地域に根ざした地域分権制度の確立（①地域コミュニティ推進協議会提案事業、②地域分権推進基金積立事業）

第２節 コミュニティの活性化
1.地域住民のつながりの強化（①地域活動活性化事業（地域集会施設管理運営助成））
2.コミュニティの場の効率的な提供と運用（①地域集会施設管理運営事業（ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ：4、共同利用施設：32、石橋会館））

第3節 公益活動の促進
1.自立化に向けた支援体制の充実
（①公益活動支援事業）→（めざす姿）活発的に公益活動に参加する市民を増やす。また、行政と協働できる活動分野を拡げ、

公益活動団体の自立を促進する。また、積み立てた基金を適切に管理し、公益活動を推進する。
（成果指標）協働事業数：11事業（現状：3事業）

2.公益活動の連携、PRと参加者の拡大
（①公益活動促進事業）→（めざす姿）市民への公益活動への理解を深め、公益活動団体のネットワーク化を図るとともに、公益

活動に参加する市民を増やす。
（成果指標）団体間連携事業数：5事業／年（現状：---）。

第5章豊かな心を育む教育と文化のまち


